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午前１０時４２分開会 

 

 

○ 吉田 敏男 副議長 地方自治法第１０６条第１項の規定により、議長の職務

を務めさせていただきます。 

ただいまから、平成３０年第２回とかち広域消防事務組

合議会臨時会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

ここで、議事の進行上、仮議席を指定いたします。この

度、新たに選出されました議員にかかる仮議席は、ただい

まご着席の議席を指定いたします。 

次に、事務局長に本日の議事日程などについて報告させ

ます。 

 

 

○ 山上 俊司 議会事務局長 

  報告いたします。 

   本日の出席議員は、ただいまのところ３６人でありま

す。 

  欠席の届出は、３４番西本嘉伸議員から、ございまし

た。 

  次に、今期臨時会につきましては、組合長から、去る

５月１４日付けをもって、招集告示した旨の通知があり

ましたので、ただちに各議員あて通知いたしております。 

  また、同日付けをもって、組合長及び監査委員に対し

て、説明員の出席要求をいたしております。 

   次に、議案等の配付について申し上げます。 

  今期臨時会に付議事件として受理しております平成３

０年度一般会計補正予算第１号ほか５件につきましては、

５月１４日付けをもって、各議員あて送付いたしており

ます。 

  最後に、本日の議事日程でありますが、お手元に配付

の議事日程表第１号により、ご了承いただきたいと思い

ます。 

  報告は以上であります。 

 

 

○ 吉田 敏男 副議長 日程第１ 

会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、１９番芳滝仁議員及び２０番永田憲
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議員を指名いたします。 

 

 

○ 吉田 敏男 副議長 日程第２ 

これより、議長の選挙を行います。 

おはかりいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、指名推薦することとし、私から指名した

いと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 吉田 敏男 副議長 異議なしと認めますので、私から議長に大石清一議員を

指名したいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

異議なしと認めますので大石清一議員が議長に当選され

ました。 

ただいま、議長に当選されました大石清一議員が議場に

おられますので、本席からとかち広域消防事務組合議会運

営に関する規則に基づき、準用する帯広市議会会議規則第

３２条第２項の規定により、当選を告知いたします。 

ここで、議長に当選されました大石清一議員をご紹介申

し上げます。 

大石清一議員、登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ただいま、本組合議会の議長に選任されました大石清一

でございます。 

誠に身に余る光栄であり、心から厚くお礼を申し上げま

す。 

住民の安全・安心を守ることを常に念頭に置き、今後の

議会運営に当たりましては、皆様方のご指導をいただきな

がら、この大役を果たす所存でありますので、皆様方のご

協力を心からお願い申し上げましてご挨拶とさせていただ

きます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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○ 吉田 敏男 副議長 大石清一議長、議長席にお着きをいただきたいと思いま

す。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第３ 

議席の指定を行います。 

本件は、組合規約第５条及び第６条の規定により新たに

選出されました議員にかかるものであります。 

議席につきましては、私、大石清一を３８番に指定いた

します。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第４ 

会期の決定についてを議題といたします。 

おはかりいたします。 

今期臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思い

ます。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  ご異議なしと認めますので、そのように決定いたしまし

た。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第５ 

報告第２号、専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

ただちに、説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長 報告第２号、専決処分の報告につきましてご説明いたし

ます。 

本案は、自動車運行上の事故に係る損害賠償の額の決定

に関するものであります。 

事故の状況につきましては、本年２月１５日、午後１時

２０分頃、帯広市西５条南８丁目１番地１帯広市役所来庁



 - 6 - 

者用駐車場内において、士幌消防署の職員が運転の消防指

揮車が駐車するため後退したところ、後方に駐車していた

普通乗用車の後部に接触したものであります。このため、

相手方に物的損害が生じましたので、その損害を賠償する

ため、専決処分をしたものであります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  別になければ、質疑を終わります。 

  以上で、報告第２号を終わります。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第６ 

議案第８号、平成３０年度とかち広域消防事務組合一般

会計補正予算第１号を議題といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長 議案第８号、平成３０年度とかち広域消防事務組合一般

会計補正予算第１号につきまして、ご説明いたします。 

本案は、帯広消防署西出張所と緑ヶ丘出張所を統合し、

防災拠点としての機能強化を図るための移転新築に係る実

施設計費及び地耐力調査費を追加し、この財源として帯広

市からの分担金及び組合債を追加するものであります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  これから、質疑を行います。 

            ３３番藤澤昌隆議員。 

 

 

○ ３３番 藤澤 昌隆 議員 

ただいま、補正予算のご説明があったところであります

けれども、この出張所の整備ということであります。老朽

化また、耐震化ということは、帯広に限らずこの１９市町
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村全てにあるのではないかと思われます。そこでですね、

十勝管内の消防署庁舎で今回の出張所の整備についても４

０年、５０年近いわけでありますけれども、そういう建物

であるわけでありますけれども、築年数が４０年以上の施

設が十勝管内にどれだけあるのかお伺いしたいと思います。 

また、最も築年数の古い庁舎は何年なのかもお答えいた

だきたいと思います。 

 

 

○ 大石 清一 議長  宮野裕範消防救助課長。 

 

 

○ 宮野 裕範 消防救助課長 

十勝管内の消防庁舎におけます老朽化の状況ですが、平

成３０年４月１日現在、管内３５施設中、築４０年以上の

署所は６施設となっております。 

また、最も築年数の古い施設は、昭和４３年建設で築４

９年経過します、本事業にて改築となります、帯広消防署

西出張所でございます。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ３３番藤澤昌隆議員。 

 

 

○ ３３番 藤澤 昌隆 議員 

帯広に限らず各市町村も財源的なものはかなり厳しい状

況であると思われます。本事業の特定財源は組合債を充当

すると、こういうことになっておりますけれども、どのよ

うな地方債を特定財源に充てるのか、また、構成市町村に

よってはこの特定財源に違いがあると思いますけれども、

この辺の説明をお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  宮野裕範消防救助課長。 

 

 

○ 宮野 裕範 消防救助課長 

本事業の特定財源は平成３２年度までとなっております

緊急防災・減災事業債を活用することとしておりまして、

こちらは充当率１００パーセント、交付税算入率７０パー
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セントの非常に有利な地方債となってございます。 

また、庁舎建設に係る特定財源としましては緊急防災・

減災事業債また、施設整備事業債、防災対策事業債などの

地方債がございますほか、町村によりましては、過疎対策

事業債を活用することができます。 

また、庁舎以外の車両や資器材、水利施設などに関わり

ます特定財源としましては、緊急消防援助隊設備整備費補

助金や消防防災施設整備費補助金などがございます。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ３３番藤澤昌隆議員。 

 

 

○ ３３番 藤澤 昌隆 議員 

最後の質問になりますけれども、今回は帯広の２つの出

張所を統合してということであります。そういう中で、ま

だ自賄いの取組みというのが後２年ぐらい残っているわけ

でありまして、その間にこういう事例がでた場合は基本各

市町村が賄わなければいけないということにもなりますが、

この自賄いの部分も後残り２年であります。その後順調に

いって欲しいわけでありますが、これもまだ先行き、見通

しが分からない状況でもあります。この自賄いの解消に向

けた協議を進めているところではありますけれども、老朽

化した消防庁舎の整備ですね、今後の広域消防組合として

どのような対応をしていくのか、今後についてお伺いして

質問を終わりたいと思います。 

 

 

○ 大石 清一 議長  広川浩嗣消防局次長。 

 

 

○ 広川 浩嗣 消防局次長 

庁舎整備については、高額な財政負担を伴う事業であり、

現状各市町村の財政事情を勘案して自治体ごとに判断され

ております。庁舎には消防団詰所を併設していることもあ

りまして、各自治体で活用できる財源などの違いも課題で

あります。自賄い解消に向けてまだまだ課題が多い状況で

ありますが、今後も構成市町村との議論を深めまして、協

議を進めていきたいと考えているところであります。 
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○ 大石 清一 議長  ほかに。 

            ３７番稲葉典昭議員。 

 

 

○ ３７番 稲葉 典昭 議員 

消防施設費３，０１８万円の補正が提案されているわけ

でございますが、何点かその中身についてお聞きをしたい

と思っております。 

帯広の西出張所と緑ヶ丘出張所の移転新築ということに

関わる費用となるわけでありますが、防災拠点施設の強化

を図るという目的も述べられております。 

１つは、防災拠点施設でありますが、その目的と機能に

ついてお聞きをいたします。 

２つ目でございますが、この中に非常電源設備を設置す

るなど防災拠点としての機能強化ということも言われてい

るわけですが、この非常用電源設備についての考え方、整

備についての考え方についてお聞きをしておきたいと思い

ます。 

３つ目ですが、教育訓練施設の充実、強化ということが

言われているわけですが、現在使われている教育訓練施設

があるわけですが、これとの関わりはどのようになってい

くんでしょうか。 

次に、新しく整備される場所が柏林台西町２丁目という

ことになっております。建設予定地ですね。もともと、市

営柏林台団地の跡地になるわけですが、この周辺には高層

化した市営住宅、道営住宅、あるいは一般住宅、小学校、

中学校、保育所もございますし、幼稚園もあります。商業

施設もあれば、飲食店、大規模な銭湯施設などもあるわけ

ですね。市内でも有数の人口密度の高い、同時に人や車の

往来の激しい地域になるわけであります。面する道道弥生

新道になるわけですけども、ここは副道があったり、中央

分離帯があったりそういった交通量の多い道路にあるわけ

ですが、地域住民の安全と平穏な日常生活を守るというこ

とと同時に、緊急出動時の安全確保、これについてどのよ

うに考えているのか、お聞きをしておきたいと思います。 

最後になりますけども、第３分団と第４分団を集結した

ことによって、消防団拠点施設の機能強化ということも言

われているわけなんですね。帯広市の消防団施設の中で、

西帯広にある第５消防団の詰所が現状の耐震基準を満たし
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ていない、地域の方からも大規模災害の時に一番最初に罹

災する倒壊するんじゃないかと心配のあるような施設とな

っています。この庁舎の新築強化と分団詰所の強化は局が

直接的に関わるものではありませんけども、表裏一体のも

のになるわけですから、第５分団の耐震補強などの考え方

についてもお聞きをしておきたいと思います。 

 

 

○ 大石 清一 議長  宮野裕範消防救助課長。 

 

 

○ 宮野 裕範 消防救助課長 

まず、防災拠点施設ということでありますけども、こち

らは総務省消防庁によります「防災拠点における公共施設

等の耐震化進捗状況調査」におきまして、消防本部・消防

署所が防災拠点になる公共施設に該当しているところでご

ざいます。また、本事業におきまして、広い敷地を確保し

訓練施設を整備することによりまして、大規模災害時の部

隊集結拠点、また、地域住民の防災に寄与する施設として

活用することができると考えております。 

次に、非常電源設備でありますが、非常電源につきまし

ては、７２時間以上外部から供給なしに稼動できる設備と

いうことで、「消防力の整備指針」でも指定されておりま

すけども、今回の出張所の整備に合わせて設置するもので

あります。 

次に、教育訓練施設となりますけども、今回整備します

出張所には消防団の詰所の併設を予定しておりますけども、

消防団が使用しない時に研修室として地域住民を対象とし

ました救命講習などに活用していきたいと考えております。

また、自主防災組織の育成に関しましては、消防が担って

おりますので、その活用についても検討していきたいと考

えております。 

緊急出動時の安全の確保ということでありますが、ご指

摘のありましたように、弥生新道は副道もございまして、

中央分離帯もございます。こちらに関しましては庁舎を整

備した中で、車庫部分から北方向に緊急出動出来るように

中央分離帯と副道の方を切り下げまして、出動を確保した

いと考えております。また、併せまして副道の部分に緊急

出動の表示灯設置も考えてございます。 
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○ 大石 清一 議長  広川浩嗣消防局次長。 

 

 

○ 広川 浩嗣 消防局次長 

５分団詰所の考え方でありますけども、今回の西出張所

整備につきまして、常備施設については、今回の事業で全

て耐震化が図られたところになります。帯広市消防団に係

る施設については、西帯広にある帯広第５分団詰所が昭和

４７年建築で老朽化が進んでいることは認識しております

が、消防団施設の整備については各市町村の施設となって

おりますので、それぞれの市町村で適切に判断されるもの

と考えているところであります。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ３７番稲葉典昭議員。 

 

 

○ ３７番 稲葉 典昭 議員 

るるご答弁いただきました。１つは、防災拠点施設の目

的と機能ということでお伺いしたわけですが、内閣府と国

交省の防災拠点施設についての考え方が若干違う面、違う

角度から規定されているわけですね。内閣府はその目的に

ついて、地域の防災性の向上を図るということとですね、

地域住民の安全性の向上に資するということが、その目的

として定めているわけなんですが、今回、西出張所と緑ヶ

丘出張所の２つを１つに統合する、機能的には拡大して地

域住民の安全に資すると、こういう考え方だというのは理

解できるわけですね。その際、地域住民の安全に資すると

いう地域住民というのは、西出張所と緑ヶ丘出張所のエリ

アに関わる地域をさすのか、あるいは帯広市全体をさした

整備になるのか、そこは確認しておきたいということです。 

もう１つは、国交省が言う防災拠点としての機能の中に

いくつか定めているわけなんですが、避難時の収納収容機

能というのがひとつあります。物資備蓄の機能というのが

ひとつあります。それから応急救護機能というのがひとつ

あります。それから情報収集伝達機能というものもござい

ます。こうしたいくつかの機能を列挙しているわけですが、

今回の新しい防災拠点は、これらの機能全てを持つ防災拠

点と考えてよろしいのか、お聞きをしておきたいと思って
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おります。 

非常用の電源でございますけども、７２時間以上稼動で

きる設備が必要だということで、お話がございました。そ

れで、何をエネルギー源とするものを常備するのかという

ことになるわけですね。帯広市は、市長がフードバレーと

かち構想というものを打ち上げて、その中に地域の資源を

地域で循環させるということを強調している。その資源の

ひとつに自然エネルギー、再生可能エネルギー、エネルギ

ー需給率１００パーセントのまちづくりということも展望

しているわけでございます。今回整備される施設でござい

ますが、これから少なくても５０年くらいは施設を使うわ

けなんですね。２１世紀の半ばを超えて活用する施設にな

るわけです。その時に、非常用電源という考え方、合わせ

て自家発電という考え方ですね、この辺を整理しながら、

新しい電源についての考え方も施設の中で取り込んでいく

必要があるのではないか、と今考えております。設計はこ

れからになるわけですが、その辺の考え方についてお聞き

をしておきたいということです。 

教育訓練施設の充実、強化ということで、現在の訓練施

設との関係はということでお聞きをしたわけなんですが、

主にお答えいただいたのは、訓練施設の今後の活用につい

てお答えいただいています。現在の訓練施設を新しく作る

ところに移転するんだろうというのは推測して聞いており

ましたが、その辺の確認と、新しい施設の中で消防団のみ

ならず、地域の皆さんにも訓練施設を訓練していない時に

ついては集会室などの開放だとか、自主防災組織の訓練に

も使っていただくということで地域に開かれた訓練施設と

しての機能を持つという話だと理解いたしました。すごく

今大事だと思っております。自主防災組織も、なかなか一

気には広がりませんが、町内会などが立ち上げた防災組織

も、いざ何をするんだ、どこで何を訓練するんだというこ

とで、色々思考錯誤しながらやっているわけですから、ぜ

ひこうした訓練施設を開放して、実際に経験してみるとい

うことに使っていただければということを、お願いしてお

きたいと思います。 

建設予定地の安全確保ということで、出入りの所の中央

分離帯だとか副道も整備して出入りしやすくするというこ

とだろうとお聞きしました。問題は、先程も言いましたよ

うに、通常の居住用の車の出入りと合わせて、かなり車の

出入りが激しい商業施設や、銭湯、それから飲食店、これ
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が建設予定地の反対側に出入り口を構えているということ

になりますと、出入りするときの混乱、こういったことも

予想される。ここはですね、交通事故を中心として、防ぐ

ということで、かなり慎重に設計もやらないと厳しいもの

があるんではないかと思っております。改めてここは指摘

もしておきたいと思います。 

最後、分団詰所との関係になるわけですけども、冒頭に

も言いましたとおり、整備するのは帯広市、そのとおりな

んです。しかし、今回の整備の中でも第３、第４分団詰所

と、これ一体的に整備してるんですよ。ですから、帯広市

の署所の配置と耐震補強、それと新しい分団詰所の配置と

いうのは、一体的に見ていかなくてはならないわけですか

ら、先程の答弁にもあったとおり署所は耐震化は完了しま

したと、しかし、分団詰所はまだ１ヵ所残りますよと、け

どそれは帯広市のことだから勝手にどっかに作ってくださ

いとはならないわけですね。その辺も計画的に協議してい

くことになるんではないかと思ってお聞きしたわけですが、

その辺も整理していただければと思います。 

 

 

○ 大石 清一 議長  広川浩嗣消防局次長。 

 

 

○ 広川 浩嗣 消防局次長 

私の方から、非常電源設備の燃料の件についてご説明い

たします。庁舎建設にあたりまして、温室効果ガスの削減

など環境負荷に配慮したエネルギーについては検討してお

りますが、非常電源につきましては、先程ご説明したとお

り７２時間以上外部からの供給なしに稼動できる設備であ

ること、また、オーバースライダーなどの大きな電力を必

要とする設備があることから、現状はエンジン式の自家発

電装備を想定しているところでありますが、議員の意見も

踏まえながら先進事例を調査し、研究し検討していきたい

と考えております。 

新しい出張所は、交通量の多いところに建つので安全性

の確保ということも問われました。緊急表示板というもの

も設置する予定ではありますけども、交通量が多いことは

十分承知しております。緊急走行時以外は、左折南の方に

出動するということも考えながら、緊急時はできませんけ

ども、一般出動の時は進入、出る方向を一方通行に統一す
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るなどして、地域の車両も含めて安全確保に繋げていきた

いと思います。 

分団の部分でありますけども、先程各自治体の判断にな

ると申しましたけども、基本的に消防局としては消防団詰

所、常備消防施設も含め、全体で考えているところであり

ます。ただ、組織的にはどうしても自治体の区分になりま

すけども、決して消防団詰所は特別にとは考えてございま

せん。あくまでも、十勝全体で常備署所、分団詰所、全体

を見た中で今後も協議検討していきたいと考えているとこ

ろであります。 

 

 

○ 大石 清一 議長  宮野裕範消防救助課長。 

 

 

○ 宮野 裕範 消防救助課長 

新たな施設の活用という部分ですが、地域住民を対象に

するものか、市民全体を対象とするものかというお話です

が、基本的には地域住民の方に親しまれるような庁舎整備、

運営を志していきたいと思っておりますが、先程説明しま

したとおり自主防災組織の育成に関わる活動ですとか、そ

ういった部分も含めまして、市民、住民全体が活用いただ

けるような方法を考えていきたいと考えてございます。 

また、訓練施設につきましては、現在は西出張所の北側

の敷地内に職員が自作しました訓練施設を活用しておりま

すけども、敷地が手狭でありますことから、今回移転する

ことによりまして、広い敷地を確保して、様々な訓練体制

が整うものと考えてございます。 

また、収容、応急救護、情報収集などの各種機能ですが、

今回は２つの出張所を統合するという形ではありますけど

も、あくまでも出張所という立ち位置でございますので、

それぞれの機能につきましては、一部担うものもございま

すけども、基本的には災害対応というのが主たるものと考

えてございます。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ３７番稲葉典昭議員。 

 

 

○ ３７番 稲葉 典昭 議員 
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色々お聞きしましたけども、実施設計の中で一つひとつ

具体化していただきたいと思っております。 

とりわけ、非常用発電ということは、先程も申し上げま

したとおり、今蓄電に対する技術が年々非常に進化してお

りまして、冒頭にも申し上げたように、非常用電源という

考え方と自家発電機能というものをミックスしながら、日

常的には自家発電機能を強化し、それがランニングコスト、

施設の維持費も低減していくと、いざという時には、非常

用電源として活用できると、つまり、外部からの電源と隔

離されている部分を作っていくということですから、いく

つかの電源について色々研究しながら、ぜひ冒頭にも言い

ましたように、これから５０年後の先を見据えて、最新鋭

の最先端のシステムを金額が高いというだけではなく、必

要なシステムをぜひ入れてもらいたいと思っております。 

もう１つですけども、冒頭にも言ったように柏林台地域

というのは、おそらく帯広市の人口の密集度でいけば、最

も高い地域なんですよ。ここに５，０００平方メートルの

訓練施設も含めた施設を作るということですから、そうす

るとあの界隈自体が８階、１０階建ての高層住宅に囲まれ

ている、更にまだ建つ計画もある地域でございますから、

訓練施設自体が、曲がったり、折れたりだとかですね、そ

の住宅密集地の中にあるということになりますから、地域

住民との関係の中では、配慮しなくてはいけない点という

のが当然出てくるわけですね。それも建ち上がってからい

ろんな問題を整理するのではなくて、作る前の実施設計の

段階で、地域の方々への説明も含めて、後でトラブルのな

いような形で進めていただきたいとお願い申し上げて終わ

ります。 

 

 

○ 大石 清一 議長  ほかに。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  ほかになければ、質疑を終わります。 

これから、討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

別になければ討論を終わります。 
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これから、採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第８号については、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  ご異議なしと認めますので、議案第８号は、原案のとお

り可決されました。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第７ 

議案第９号、財産取得についてほか２件を一括して議題

といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長 議案第９号から議案第１１号までの財産取得につきまし

て、一括してご説明いたします。 

これらの案件につきましては、消防署の車両更新に伴う

財産取得に関するものであります。 

本別消防署に配置する化学消防ポンプ自動車Ⅱ型を金額

７，２３６万円で、上士幌消防署に配置する災害対応特殊

救急自動車を金額３，５９６万４，０００円で、新得消防

署に配置する災害対応特殊救急自動車を金額３，６３９万

６，０００円で、それぞれ株式会社北海道モリタから取得

しようとするものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  これから、一括して質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  別になければ、質疑を終わります。 

これから、一括して討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 大石 清一 議長  別になければ、討論を終わります。 

これから、議案第９号から議案第１１号までの３件につ

いて一括して採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第９号ほか２件については、いずれも原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  ご異議なしと認めますので、議案第９号ほか２件は、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 

 

○ 大石 清一 議長  日程第８ 

議案第１２号、とかち広域消防事務組合公平委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長 議案第１２号、とかち広域消防事務組合公平委員会委員

の選任につきましてご説明いたします。 

本案は、公平委員会委員三野宮厚子氏が、来る６月２８

日をもちまして任期満了となりますので、その後任の委員

として再度、同氏を選任いたしたく地方公務員法第９条の

２第２項の規定により同意を得ようとするものであります。 

よろしくご同意賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 大石 清一 議長  これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  別になければ、質疑を終わります。 

これから、採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第１２号については、これに同意することにご異議

ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 大石 清一 議長  ご異議なしと認めますので、議案第１２号は、同意する

ことに決定いたしました。 

 

 

○ 大石 清一 議長  以上で、本日の日程は、全部終わりました。 

これをもちまして、平成３０年第２回とかち広域消防事

務組合議会臨時会を閉会いたします。 

 

午前１１時２２分閉会
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